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提案理由 

 ふじみ野市の不動産財産の取得又は処分に関する価格の適正を期するため、

学識経験者から成る財産評価委員会の設置及び同委員会による当該財産価格の

審査等を定めたふじみ野市財産評価委員会条例を制定することが必要と考える

ので、議案として提案します。 



ふじみ野市財産評価委員会条例 

（設置） 

第１条 ふじみ野市の財産（不動産に限る。以下同じ。）の取得又は処分に関す

る価格の適正を期するため、ふじみ野市財産評価委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

（職務） 

第２条 委員会は、市長又は公営企業管理者の諮問に応じ、財産の価格を審議し、

その結果を答申する。 

２ 前項の諮問は、市長又は公営企業管理者が財産の取得又は処分をしようとす

るとき（市長が別に定めるものを除く。）に行うものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただ

し、第７条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

４ 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。 

５ 議長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ意見を述べさ

せることができる。 

（除斥） 

第７条 議案につき直接の利害関係を有する委員は、その議事に加わることがで

きない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することが

できる。 

（会議の非公開等） 

第８条 委員会の会議及び議事内容は、非公開とする。 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その身分を失った後も、

また同様とする。 



（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、財産主管課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員会が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


